
推進委員会の目的と役割について 

まず・・・ 

■ 地域福祉計画とは  

   地域住民の最も身近な行政主体である市町村が、地域福祉推進の主体である住民等の

参加を得て地域の要支援者の生活上の解決すべき課題と、それに対応する必要なサービ

スの内容や量、その現状を明らかにし、かつ、確保し提供する体制を計画的に整備すること

を内容とする。  

 

■ 計画の特徴  

   単に行政が行う施策を示すだけでなく、住民が地域で暮らしていくために「何が必要で、

何をしなければならないのか」、「それを誰が行っていくか」、「それぞれの役割分担をどうし

ていくか、それぞれの連携をどう図っていくか」など、「地域で、それぞれが何をしていくか」を

とりまとめていくことを目的としています。  

   従って、行政・社会福祉協議会等の関係機関はもとより、ＮＰＯ法人・ボランティア関係者

等社会福祉に携わる人たち、そして何よりも地域に住む住民が主体となって考え、実行して

いかなくてはいけない計画です。 

   そして、市町村がその道筋を示すことが「地域福祉計画の策定」であります。 

 

■ 計画の位置づけ 

  ・ 地域福祉計画は、社会福祉法第１０７条に規定する市町村計画として位置づけられ、地

域福祉を推進していく主役である市民や社会福祉協議会をはじめとする社会福祉関係の

事業者、そして地域での取り組みや市の支援策についてまとめています。社会福祉法１０

７条を、簡単に要約すると以下の３点になります。 

１ 「地域福祉計画」は、下記の３つの事項を盛り込まなければならないこと 

① 地域における福祉サービスの提供 

② 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達 

③ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進 

２ 市町村が「地域福祉計画」を策定（変更）するときは、住民等の意見を反映させる

ための方策を講じなければならないこと 

３ 「地域福祉計画」の内容は公表しなければならないこと 

 

・ 「市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定及び見直し等につい

て」（平成２２年８月１３日付け、厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知）において、

高齢者等の孤立の防止や所在不明問題を踏まえた対応に当たり有効な計画内容とな

っているか等について点検し、必要に応じて計画の見直しを行う等の対策を講じること

となっている。 

資料 １ 



 

・ 本計画は「南丹市総合振興計画」といった上位計画をはじめ、福祉の関連計画である

「南丹市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」「南丹市障害者計画及び障害福

祉計画」「南丹市次世代育成支援行動計画」を踏まえ、地域において総合的に推進す

るものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 計画の期間 

     平成 25 年度～平成 29 年度（5 年間） 

 平成 20 年 3 月に策定した南丹市地域福祉計画(計画期間：平成 20～24 年度)を、平成 24

年度に見直しを行います。  

南丹市総合振興計画 

南丹市地域福祉計画 

具体的な施策 
 1. 福祉サービスの適切な利用の推進 

2. 社会福祉を目的とする事業の健全な発達 

3. 地域福祉に関する活動への住民の参加の

促進 

南丹市地域福祉活動計画 

「なんたんふれあいプラン」 

（社協の計画） 
基本目標 
① 人づくり・ネットワークづくり 

② ふれあいのまちづくり 
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南丹市地域福祉計画推進委員会の目的と役割について 

 

 

地域福祉計画推進委員会は、地域福祉計画の円滑な推進を図ることを目的としており、

計画の進捗状況を把握し、点検・評価を行うことにより、推進のための方策について提

言していくとともに、計画の見直しについても提言していく役割を担っている。 
また、地域福祉を推進する上で中核的な役割を担っている南丹市社会福祉協議会と連

携しながら計画を推進し、地域課題や地域福祉推進の方向性を共有化し、次期計画の策

定につなげていく。 
なお、この計画は、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、保健、医療、教育、防災、

防犯、就労、住宅、交通、環境、まちづくりなど、広範にわたっています。そのため、

行政内部の地域福祉に関連する分野間において、課題や情報の共有化を図ることを目的

として設置する「庁内推進委員会」との連携を図りながら、計画の推進を図る。 
 

 

（１）  委員の構成 

 

 計画を推進するために、学識経験者、市民組織代表者、社会福祉関係者、警察消防関

係者、行政関係職員によって構成する。 
 なお、平成 25年 3月 31日までを任期とする。 
 

 

（２） 年次計画 

 

 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

地域福祉計画

の計画期間 

 
 
    

 

推進委員会 

      

 

 

見直し 

次期計画 ５年間 現行計画 

進捗状況の把握、点検評価、助言 

 


